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筑波キングス・ガーデン訪問介護事業所  

 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 重要事項説明書 

 
＜令和 6 年 4 月 1 日現在＞ 

 

１、 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

電話 ０２９７－２４－５１６６（午前 8 時半～午後 5時半まで） 

担当 渡辺 喜代子（サービス提供責任者） 

 

２、 筑波キングス・ガーデン訪問介護事業所の概要 

 （１）サービスの種類と地域 

名称 筑波キングス・ガーデン 訪問介護事業所 

所在地 茨城県常総市大生郷町 1818 番地 2 

介護保険指定事業者番号 訪問介護事業所 茨城県 0811100080 号 

サービスを提供する範囲 常総市 坂東市  

＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 （２）同施設の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 
社会福祉士 

介護支援専門員 
１名(1 名) 

 

 
従業者・業務の管理  1 名（1名） 

サービス 

提供責任者 
介護福祉士 １名(1 名)  調整・訪問介護の提供 1 名（1名） 

従業者 
介護福祉士 1 名 1 名 訪問介護の提供 ２名 

同行援護従業者   (1 名)  移動介護の提供    (1 名) 

                                    ＊（  ）内は兼務者再掲 

（３）サービス提供時間帯 

 
通常時間帯 早朝 夜間 

8:00～18:00 6:00～8:00 18:00～22:00 

平日 ○ ○ ○ 

土・祝日 ○ ○ ○ 

                                                          

 (４) 運営方針 筑波キングス・ガーデン運営理念に基づき、下記の事項を基本方針としています。 

１．「仕える」 日々の祈りを大切に、喜んで利用者に仕える。 

２．「利用者中心」 利用者中心のケアを行い、自立した生活ができるように支援する 

３．「尊厳」利用者の自由と尊厳を守り、ありのままにその人を受け入れ、心に寄り添う。  

４．「連携」利用者の安全と健康を支えるため、職種間の連携を密にする。 

５．「専門性」誰もが安心して生活ができるように、専門性を持って地域社会に貢献する。 
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３、サービスの内容と料金及び利用者負担額について 

（１）提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サービスの内容 

○居宅介護計画等の作成 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス

内容を定めた居宅介護計画等を作成し必要に応じて見直しを行います。 

○居宅介護 

 

 

身体介護 

 

 

 

食事介助 食事の介助を行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・

清拭 

衣服着脱、入浴の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪等を行います。 

その他 
褥瘡（床ずれ）防止等の為に体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を営む

ために必要な身体介護を行います。 

 

 

家事援助 

 

 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

その他 
利用者の日常生活に必要な物品の買物を行います。 

預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 

○重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・排泄・食事等の

介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の

支援を行います。 

○同行援護 ・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援（代筆・代読を含む）

を行います。 

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。 

・排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 

その他生活等に関する相談や助言をいたします。 

（２）居宅介護サービス等の対象外行為 

サービスの提供にあたって、次の行為は行いません。 

①医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり。 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受。 

④ 利用者の同居家族に対するサービス、草刈り、植物の水やり、ペットの世話、洗車等。 

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除、修繕、家具の移動、植木の剪定、 

床のワックスがけ、窓拭き、正月・節句のための特別な手間をかけて行う調理等。 

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食。 

⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為。 

  （利用者または第三者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧利用者又は家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為。 

４、サービスの料金と利用者負担額について 

 介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準により算出し 

た額）のうち 9 割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け 

る（代理受領する）場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の１割の額を事業者にお支払い頂き 

ます。（定率負担または利用者負担額といいます）。なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用さ 

れる場合はこの限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。 
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◆利用料金の目安について 

サービスの種類時間等 単位 

居宅における身体介護 / 

通院等介助(身体介護を伴う

場合) 

30 分未満 ２５６ 

30 分以上１時間未満 ４０４ 

1 時間以上 1時間 30 分未満 ５８７ 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 ６６９ 

2 時間以上 2時間 30 分未満 ７５４ 

3 時間以上 (921 単位に 30 分を増すごとに+83 単位 

家事援助 

30 分未満 １０６ 

30 分以上 45 分未満 １５３ 

45 分以上 1時間未満 １９７ 

1 時間以上 1時間 15 分未満 ２３９ 

1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満 ２７５ 

1 時間 30 分以上 311 単位に１５分増ごとに+３５単位 

通院等介助(身体介護を伴わ

ない場合) 

30 分未満 １０６ 

30 分以上１時間未満 １９７ 

1 時間以上 1時間 30 分未満 ２７５ 

1 時間 30 分以上 345 単位に 30 分を増すごとに+69 単位 

通院等乗降介助  １０２ 

重度訪問介護 

1 時間未満 １８６ 

1 時間以上 1時間 30 分未満 ２７７ 

1 時間半 30 分以上 2 時間未満 ３６９ 

同行援護  基本部分 

30 分未満 １９１ 

30 分以上１時間未満 ３０２ 

1 時間以上 1時間 30 分未満 ４３６ 

1 時間 30 以上 2 時間未満 ５０１ 

2 時間以上 2時間 30 分未満 ５６６ 

2 時間 30 分以上 3 時間未満 ６３２ 

3 時間以上   ６９７単位に３０分増ごと+６６単位 

 

◆初回加算(1 月あたり)200 単位 新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の

居宅介護等を行った場合、または従業者に同行した場合に算定されます。 

 

◆利用者負担額上限管理加算(1 回に月 150 単位 利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を越え

て事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算さ

れます。 

 

◆福祉専門職員等連携加算（30 日の間、3 回を限度。１回につき 564 単位 サービス提供責任者がサービス事業所

や医療機関等の社会福祉士等との連携に基づき利用者宅を訪問しアセスメントをした上で居宅介護計画を作成す

る場合に算定されます。 



- 4 - 

◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。 

提供時間帯名 早朝 夜間 深夜 

時間帯 午前 6時～午前 8時 午後 6時～午後 10 時 午後 10 時～午前 6時 

加算 25％増し 25％増し 50％増し 

◆特定事業所加算について 

当事業所が以下の用件に合致する時、加算されます。 

項目 加算割合（月額） 条件 

特定事業所加算Ⅰ 1 月につき ＋所定単位×20% ① ～③の全てに適合 

特定事業所加算Ⅱ 1 月につき ＋所定単位×10% ① 及び②に適合 

特定事業所加算Ⅲ 1 月につき ＋所定単位×10% ① 及び③に適合 

特定事業所加算Ⅳ 1 月につき ＋所定単位×5% ① 及び④に適合 

＜算定要件＞ 

良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、以下の①～③に取り組む事業所により提供されるサー

ビスについて評価が行われます。 

① 体制要件（計画的な研修の実施、会議の定期的な開催、文書等による指示及びサービス提供後の報告、定期健

康診断の実施、緊急時における対応方法の明示、熟練した居宅介護従事者の同行による研修） 

② 人材要件（居宅介護従事者要件、サービス提供責任者要件） 

③ 重度障害者対応要件（障害程度区分５以上の利用者の割合が３０％等） 

④ 中重度障害者への対応（障害程度区分４以上の利用者の割合が５０％等） 

＊注）特定事業所加算Ⅰ～Ⅳは、いずれか１つのみを算定することができます。 

５、その他 

交通費 

 

通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は事業所より派遣先までの往復の距離

１キロにつき４０円を請求させていただきます。 

キャンセル料 サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡を頂いた時間に応じて下記によりキャ

ンセル料を請求させていただきます。 

ご利用前日５時までにご連絡頂いた場合 無料 

ご利用前日５時までにご連絡頂けなかった場合 該当基本料金の自己負担相当額 

急病等止むを得ない理由で訪問１時間前までに連絡頂いた場合 無料 

・サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の使用 

・家事援助に係る買い物等で利用者宅から目的地までの公共交通機関を利用した場合の

交通費、入場料等 

・同行援護における交通費について 

 

利用者の別途負担となります 

6、利用料の請求および支払い方法について 

利用者負担額について 利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定められており、上

限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市町村に請求することとなっ

ています。複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限管理を行う事

により、サービスごとの利用者負担額を確定します。 

上限管理について 居宅介護等における利用者負担上限管理とは複数の事業者によるサービスを利用する

利用者等について、利用者負担の額が利用者及びその世帯ごとの負担上限を超えるこ

とがないよう事業者ごとの徴収額の管理を行う事です。 
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 対象者は市町村で認定され、受給者証にはその旨を記載して「利用者負担上限額管

理事務依頼（変更）届出書」が交付されます。 

利用者負担額その他の

費用の支払い方法につ

いて 

毎月、１０日以降に前月分の請求を致します。２０日（土日・祝の場合翌営業日）

にご利用者指定口座からの自動振替となります。月末までに振替の確認が出来ない場

合は現金徴収となります。領収書は翌月の請求書と合わせて発行します。 

7、サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

まずは、電話等でお申し込み下さい。当事業者職員がお伺いいたします。 

（２）市町村の支給決定内容等の確認 

サービス提供に先立って、受給者証に記載された支給量、支給内容、利用者負担上限額を確認させていただき

ます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合速やかに事業者にお知らせください。 

（３）居宅介護計画等の作成 

  確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画等」を作成します。作成し

た「居宅介護計画等」については、利用者または家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で実施しますので

ご確認いただくようお願いします。 

  サービスの提供は「居宅介護計画等」に基づいて行います。実施に関する指示や命令は全て事業者が行います

が、実際の提供に当っては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行います。 

（４）居宅介護計画等の変更等 

「居宅介護計画等」は、利用者の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

また、サービス利用の変更、追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間にサービスに提供ができな

いことがあります。その場合は他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介する等必要な調整を

致します。 

（５）サービス実施のために必要な備品等の使用 

   サービス実施の為に必要な備品等（水道、ガス、電気を含む）は、利用者のご負担とさせていただきます。 

（６）サービスの終了 

① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する１ヶ月前までに文書でお申し出てください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等ややむ得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合

は、終了１ヶ月前までに文書にて通知いたします。 

③ 自動終了   次の場合、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

*お客様が身体障害者施設に入所した場合 

*お客様がお亡くなりなられた場合 

＊その他 

*当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対し

て社会通念を逸脱する行為を行った場合、また当事業者が破産した場合、お客様は文書で解約を通知するこ

とによって即座にサービスを終了することができます。 

*お客様がサービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず１ヶ

月以内に支払わない場合、またお客様やご家族などが当事業者や当事業所のサービス従業者に対して本契約

を継続し難しいほどの背信行為を行った場合は文書にて通知することにより、即座にサービスを終了させて

いただく場合がございます。 
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８、サービス実施の記録について 

①サービスの実施記録の確認 

指定居宅介護等の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負担額等をサービス提供

の終了時に利用者の確認をうけることとします。 

②これらのサービス提供記録について利用者は事業者に閲覧及び複写物の交付をうけることができます。（複写等

にかかる費用は実費を負担いただきます。） 

 

９、緊急時の対応連絡について 

 サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、利用者が予め指定する連絡先に連絡

し必要な措置を講じます。 

主治医 主治医氏名  

医療機関名  

電話番号  

緊急連絡先 氏名                      続柄 

住所  

電話番号  

 

１０、身分証携行義務 

居宅介護等事業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は

いつでも身分証を提示します。 

 

１１、心身の状況の把握 

指定居宅介護の提供に当っては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

１２、連絡調整に対する協力 

居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うものが行う連絡調整に出来る限

り協力します。 

 

１３、サービス内容に関する相談・苦情 

（１） 当施設ご利用者の相談・苦情担当 

      苦情受付担当者 渡辺 喜代子 （サービス提供責任者）８時半～１７時半 

      苦情解決相談者 小川内 秀樹（管理者） 

      TEL ０２９７-２４-５１３９  FAX ０２９７-２４-２４９１ 

（２） その他 

      茨城県社会福祉協議会      TEL ０２９－２４１－１１３３ 

      常総市 社会福祉課       TEL  ０２９７－２３－２９１３ 

      坂東市 介護福祉課       TEL  ０２９７－２１－２１９０ 
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１４、法人の概要 

名称・法人種別   社会福祉法人  日本キングス・ガーデン 

代表者役職・氏名  理 事 長    宇 都 宮  和 子     

法人所在地・電話番号  茨城県常総市大生郷町１８１８番地２  ０２９７－２４－５１３９ 

 

社会福祉法人日本キングス・ガーデン事業内容 

 

（1）第一種社会福祉事業 軽費老人ﾎｰﾑ(ｹｱﾊｳｽ) 、特別養護老人ﾎｰﾑ、 

障害者支援施設(常総広域障害者支援施設「ふれあいの杜」 

（2）第二種社会福祉事業 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、老人介護支援センター事業、老人居宅介護等事業、     

障害福祉サービス事業(守谷市障がい者福祉ｾﾝﾀｰ)、一般相談支援事業、計画相談支援事業、 

障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、障害者共同生活援助事業所、 

小規模住居型児童養育事業、事業所内保育事業 

（3）公益事業 居宅介護支援事業、生活支援配食サービス事業、生きがい支援デイサービス事業、 

生きがい支援ショートステイ事業、介護職員初任者研修事業、一般乗用旅客自動車運送事業、 

地域生活支援事業、特定施設入居者生活介護事業、介護予防特定施設入居者生活介護事業 

 

 

指定居宅介護等の提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行ないました。 

 

事業者          筑波キングス・ガーデン訪問介護事業所（茨城県指定 第 0811100080 号） 

所 在 地    茨城県常総市大生郷町 1818 番地 2 

管 理 者         小川内 秀樹     ㊞ 

 

説 明 者                    ㊞  

 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定居宅介護等の提供及び利用について 

重要事項の説明を受け、同意しました 

 

 

年    月    日 

 

利 用 者 住 所 ： 

 

利 用 者 氏 名 ：                 ㊞                          

 

                                          


